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除菌用活性次亜水“RUS（ラス）ウォーター“注文受付中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



2020 年 4 ⽉ 25 ⽇（毎⽉ 3 回 5・15・25 ⽇発⾏）兵庫保険医新聞（昭和 43 年 6 ⽉ 12 ⽇第三種郵便物認可）号外 年間購読料 12,000 円 

医院経営研究会 

医院の雇用・経営の理解が深まった 
 

支部では２月 22 日（土）にじばさんびる（姫路市）において経営研究会「やる気を引き出す雇用管理 ―

採用から退職まで―」（講師：社会保険労務士 桂好志郎先生）を開催し、８人が参加した。（感想文は３

月号に掲載） 

 

研究会では、桂先生が監修された『医院経営

と雇用管理』をテキストに、医療機関の雇用管

理について、採用から退職まで幅広く学んだ。

桂先生は、この間「働き方改革関連法」が施行

されたことも念頭に、医療機関における労務

管理について、具体的なケースも挙げながら

分かりやすく解説した。 

桂先生は初めにスタッフの雇用環境を整え

ることの大切さについて、「スタッフの定着が

よければ、募集や教育のための費用もかから

なくて済む」として、「労基法などは守っても

意味がない、バレなければいい、というのでは

なく、守らないと職員がいなくなるというの

が今の流れ」と述べた。また、労働基準法や労

働契約法など、雇用管理をする上で基本とな

る法律も、丁寧に解説した。医療機関でよく問

題となる休日・休暇については有給休暇の付

与日数などを、図も用いて分かりやすく解説。

「半日単位の有休をもっと活用すれば、うま

く有給休暇が消化できるのではないか」と、実

践的なアドバイスも交えながら講演した。 

桂先生は最後に、「雇用形態が多様化してい

る中で、信頼関係を築くためには働くルール

を作り、お互いが認識し、守ることが重要。コ

ミュニケーションを労務管理の基本としてほ

しい」とした。参加者からは「すごく勉強にな

りました」「また桂先生のお話を聞きたい」と

の声が寄せられた。

Ｎｏ.260 2020 年 4 月 25 日 

具体的な解説に活発な質疑応答が行われ 

具体的な解説に、質疑も活発に⾏われた 
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け 

診療報酬の臨時的取り扱い始まる 
 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、電話や情報通信機器を用いた場合の初・再診料、管理料、

処方箋料等の臨時的な取り扱いが行われている。以下では、診療所における電話や情報通信機器

（以下「電話等」という）を用いた診療の取り扱い等について、４月 17 日時点での厚労省事務連

絡等をもとにＱ＆Ａ方式で掲載する。

１.初診から電話等で診療を行った場合 

Ｑ１ 初診料として何を算定するのか。 

Ａ１ 初診料の注２（214 点）を算定する。 

Ｑ２ 投薬することは可能か。その場合、投薬範

囲に制限はあるのか。 

Ａ２ 「医師の責任の下で医学的に可能と判

断した範囲」において可能。ただし、麻薬、向

精神薬は投与できない。また、診療録等により

基礎疾患が把握できない場合は、全ての薬剤

について処方日数は７日間が上限となるとと

もに、麻薬、向精神薬に加え、抗悪性腫瘍剤、

免疫抑制剤等の「ハイリスク薬」も投与できな

い。 

Ｑ３ 診療録には特別な記載が必要か。 

Ａ３ 初診から電話等による診療を行うに当

たって、初診から電話や情報通信機器を用い

て診療を行うことが適していない症状や疾病

等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の

対応方針等について、医師から患者に対して

十分な情報を提供し、説明した上で、その説明

内容について診療録に記載する。 

Ｑ４ 被保険者の記号・番号等はどのように確認

すればよいか。 

Ａ４ 電話での診療の場合は、ファクシミリ

やメールを用いて、被保険者証の画像により

確認する。それが困難な場合は、電話により被

保険者番号や住所・氏名・連絡先等の確認を行

う。情報通信機器による診療の場合は、被保険

者証と医師の身分証明書（顔写真付）による確

認を互いに行う。 

Ｑ５ 電話等で初診を行った後、二度目以降も、

対面での診療を経ず電話等の診療をした場合、

在宅療養指導管理料や特定疾患療養管理料等

を算定することはできるか。 

Ａ５ 算定できない。 

Ｑ６ 一部負担金の支払いはどのようにするの

か。 

Ａ６ 銀行振込、クレジットカード決済、そ

の他電子決済等の支払い方法により実施して

よい。 

 

２. 対面の受診歴がある患者に電話等による再診をした場合

Ｑ１ 再診料として何を算定するのか。 

Ａ１ 電話再診料（73 点）を算定する。 

Ｑ２ 特定疾患療養管理料等は算定できるのか。 

Ａ２ 以下の８つ（＊）を算定したことのある

患者については、特定疾患療養管理料の２

（147 点）を月１回に限り算定する。 

 

＊ ①特定疾患療養管理料、②小児科療養指導

料、③てんかん指導料、④難病外来指導管

理料、⑤糖尿病透析予防指導管理料、⑥地

域包括診療料、⑦認知症地域包括診療料、

⑧生活習慣病管理料 
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Ｑ３ 在宅療養指導管理料は算定できるのか。 

Ａ３ 過去３月以内に在宅療養指導管理料を

算定している患者については、材料等を十分

に支給した場合、在宅療養指導管理料、材料加

算ともに算定できる。 

 

Ｑ４ 診療録には特別な記載が必要か。    

Ａ４ これまで定期的なオンライン診療を行

っていない患者については、「電話等の診療に

より生じるおそれのある不利益、予測される

症状の変化等」について説明し、内容を診療録

に記載する。また、在宅療養指導管理料を算定

した場合は、以下の点（＊）を記載する。 

 

＊①指導の内容、②支給した材料等の量、③患

者や看護する者に材料等を支給できない場

合はその理由と当該患者が受領した旨の記

載。

３．院内トリアージ実施料について 

Ｑ１ 新型コロナウイルス感染症（疑いを含む）患

者に外来診療をした場合、何か算定できるか。 

Ａ１ 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

診療の手引き・第 1 版」に従い院内感染防止

等に留意した対応を行った場合、「院内トリア

ージ実施料」（300 点）を算定できる。その際

は患者等に対し、院内感染防止等に留意した

対応を行っていることを説明する必要がある。 

Ｑ２ 院内トリアージ実施料を算定するに当たり、

届出は必要か。 

Ａ２ 新型コロナウイルス感染症（疑いをふ

くむ）患者に対してのみ算定する場合は、届出

は不要。 

 

詳細は令和２年４月 10 日付の厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話

や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」及び「新型コロナウイルス感

染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 10）」、兵庫保険医新聞 4/15 付７面参照。
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